
利用料金の設定について 
 

 利用料金の上限 

公共施設において利用料金の収受を行う場合は、市が事業者を指定管理者に指定し地方自治法

第 244 条の２の規定により、指定管理者が施設の利用料金を収入として収受できる「利用料金制

度」を導入する予定である。 

利用料金制度を導入する諸室等及び当該利用料金の上限は、下表のとおりであり、詳細の利用

料金の設定（市内、市外、個人、法人、営利、非営利等の利用者区分等）は、上限の範囲内で事

業者の提案によるものとする。 

当該利用料金については、条例等の定めるところにより、あらかじめ市の承認を得ること。

なお、市は、特別の理由があると認めたものは利用料金を減免することができるものとする。 

利用料金の入出金については、諸室等ごと、利用単位ごと、利用日時、利用時間等に分け、

適切に管理を行うこと。 

※金額は消費税及び地方消費税を含む金額であり、消費税及び地方消費税の税率は10％を前提と

している。 

※小ホールにおける時間帯の区分は、午前が8:30～12:00、午後が12:00～17:00、夜間が17:00～

22:00とする。 

※地域交流センターにおいて、入場料等を徴するとき及び商品の展示又は営業の宣伝その他これに

類する目的に使用するときは、各提案上限額の８割増とすることを想定している。 

※地域交流センターにおいて、冷暖房設備を使用するときは、各提案上限額の６割増とすること

を想定している。 

 

 その他留意事項 

キャッシュレス決済を導入すること。 

区分 諸室等 
提案上限額 

備考 午前 
8:30-12:30 

午後 
12:30-17:30 

夜間 
17:30-21:30 

その他 

地域子育て 
支援拠点 
事業所 

一時預かり ‐ ‐ ‐ 300円/時間  

児童 
センター 

遊戯室A ‐ ‐ ‐ 

 
こども 
2,000円/回 
 
おとな 
1,000円/回 

 

市内利用者は、市外
利用者の半額程度の
設定とすること。 

地域交流 
センター 

小ホール 
1,450円/時間 
（8:30-12:00） 

1,650円/時間 
（12:00-17:00） 

2,750円/時間 
（17:00-22:00） 

‐ 
午前、午後、夜間の
区分貸しを想定 

多目的室A 550円/時間 700円/時間 950円/時間 ‐ 

1時間単位での貸出を
想定 

多目的室B 300円/時間 350円/時間 500円/時間 ‐ 

音楽スタジオ 500円/時間 700円/時間 1,000円/時間 ‐ 

調理室 600円/時間 600円/時間 650円/時間 ‐ 

駐車場 ‐ ‐ ‐ 400円/時間 

施設利用に応じて、一
定時間無料とする。 
（※チェッカー等の利
用を想定） 
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